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は
、

「

敬

神
ト

ハ
、

天

祖
天

神
ヲ

始
メ

、

凡
ソ

朝
典
二

列

タ
ル

大
小
ノ

神

祗
及
ビ

土

地
ノ

氏
神
生
土

神
等
ヲ

崇
敬
ス

ル

ヲ

謂
ナ

リ
。

愛
圜
ト

ハ
、

凡

ソ

人
ト
シ

テ

君
父
ノ

国
ヲ

愛
ス

ル

ハ

天
理
ノ

常
ナ

レ

バ
、

各
々

其
職
ヲ

尽

シ

報
恩
ヲ

計
ル

ヘ

キ
ヲ

謂
ナ

リ
。

持

統
紀
二

尊
朝
愛
国
ト

ア

ル

是
ナ

リ
。

此
旨
ヲ

体

認
シ

テ

教
諭
ス

ベ

キ
ナ

リ
。

」

と

あ
っ

た
。

平
田
俊

春
は
こ

の

『

三

條
略
解
』

の

立
場
を
も
っ

と

も
率
直
に

受
け
て

「

敬
神
と

愛
国
を
別

箇
に

解
説
し
て

い

る
も
の
」

と

し

て

田

中
頼
庸
『

三

條
演
義
』

を

挙
げ
て

い

る
が、

事
実
は
逆
で、

田

中
ら

教

部
省
編
輯
課
官
員
の

方

針
が

『

三

條

略
解
』

に

影

響
を
与
え
た
の

で

あ
ろ

う
。

　

ま
た
、

権
少
教
正

・

堀
秀
成
は

、

「

愛

国
」

（

『

本
教
講
録
』

第
一

輯
、

明
治
十
三

年
十
月、

『

三

条
教
則
衍

義
書
資
料
集
』）

と

題
す
る

説
教
に

お

い

て、

「

我
々

は

決
し
て

国

体
ノ
＼
と
や

か

ま
し

く、

国
体
を
の

み

説
く

職
掌
で

は

な
い

。

此
国

体
を

万
世
に

維
持
す
る

心

得
方
を

、

各
々

に

対
し

て

説
諭
す

る

職
で

ご
ざ
る

。

」

と
教
導

職
の

務
め
を

明
快
に

説
い

て

い

る
。

堀
の

愛
国

論
は、

「

世
に

無
用
の

人
と

な
ら

ぬ

様
に
、

心

懸
て、

我

皇
国

三

千
五

百
万
の

人
民、

同
心
協
力
し
た
ら

む
に

は、

皇
統
一

系
の

御
国
体

も
、

名
実
実
相
適
ひ

て

万

国
に

誇
る

べ

き

国
と

な
る

で

ご

ざ
る

。

唯

手
を

拍
て

神
様
を

拝
む
ば
か

り
が

敬
神
で

も
無
く、

喋
々

と

国
自
慢
を
す
る

が

愛
国
で

も

こ
ぎ

ら
ぬ
」

と
い

う
抑
制
の

効
い

た、

決
し

て

排
外
的
で

は
無

い

「

自
主

独
立
」

の

ナ
シ
ョ

ナ
リ

ズ

ム

で

あ
っ

た
こ

と

は

明
記
し
て

お

い

て

よ
い

も

の

と

思
わ
れ
る

。

　

最
後
に

明
治
二

十
年
代
の

「

愛
国
」

論
へ

の

展
望
と

し
て

、

事
実
上、

皇
典
講
究
所

関
係
者
に

よ

る

雑

誌
出

版
活
動
の

嚆
矢
で

あ
る

『

日

本
文

學
』

第
一

（
明
治
二

十
］

年
八
月
二

十
五

日）

の

「

日

本
文
學
發
行
の

趣

旨
」

を

挙
げ
る

。

こ

こ

に

は
、

「

我
が

国
民
と
し
て

、

国

柄
を
詳
に

し

以

て

愛
国
の

思

想
を

発
達
せ

し
め

、

自
主
自
重
の

気
風
を
養
成
し、

国
力
を

充
実
せ

し
め

ん

と

す
る
に

あ

り
。

凡
愛

国
の

情
は

、

国
柄
を
知
ら
ざ
れ

ば

起
ら

ざ
る
も
の

に

し

て
、

猶
人
を
愛
す
る

も
の

は
、

能
く

其
人
の

性
質
本

意
を

知
り、

花
を

愛
す
る

も
の

は
、

能
く
其
花
の

性
質
品
位
を
知
れ
る

が

如
し

。

是
真
に

愛
す
る

な

り
。

」

と

記
さ

れ

て

い

る
。

こ

れ

を

書
い

た

の

は
、

「

教

学

分
離
」

に

よ
っ

て

明
治
十
五

年
に

創
立
さ

れ
た

皇
典
講
究

所

の

「

創
建
係
」

と
し
て

重

要
な

役
割
を

果
た

し
た

松
野
勇

雄
だ
が、

大
教

院
や

神
道
事
務

局
編
輯
課
時

代
に

著
し

た

『

名
教
集
語
』

は、

残
念
な
が

ら
巻
之
］

の

み

が

財
団
法
人
無
窮
会

神
習
文
庫
に

所

蔵
さ
れ
て

お

り、

松

野
の

当
時
の

「

愛

国
」

観
を
窺
う
こ

と

は

で

き
な
い

。

「

特
高
教
本
」

に

お

け

る

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

小

　
島

伸
　
之

　

多
く
の

論
者
に

よ

っ

て

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

、

ナ

シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

は
多
義
的
で

か

つ

多
様
な

概
念
で

あ
る

。

そ

れ

は、

当
事
者
用

語
と

し
て

多
様
な

思
想

・

運
動
が

そ

う
示
さ

れ
て

き

た

こ

と
、

ま
た、

近
代
に

お

け

る
国
民

国
家
創

出
を

志
向
し
た

思
想
・

運
動
の

分

析
と
い

う
視
点
に

よ
っ

て

研
究
的
に

彫

刻
さ

れ

て

き
た

概
念
が

、

そ

の

後
の

（
そ
し

て

そ

れ

以
前

の
）

歴
史
上
の

社
会

現
象
の

分

析
に

応
用
さ

れ
た

こ

と

に

起
因
す
る

。

本

報
告
は

、

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

多
義
性
・

多
様
性、

各
ナ
シ
ョ

ナ

リ
ズ
ム

の

相
互

間
関
係
性
を
テ

ー
マ

に、

特
別
高
等

警
察
に

関
す
る

「

教
本
」

「

参

考
書
」

を
事
例
と
し
て

、

 
特
高
警
察
が

国
内
の

蠹
伴

δ
昌

巴一
・゚

ヨ

運
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勸
に

関
し

て

い

か

な
る

認
識
・

理

解
を
し
て

い

た
の

か

に

つ

い

て
、

 
特

高
警
察
が

守
る
べ

き

存
在
と

措
定
し

た

鬘
¢
o
口

巴

な
も

の

（
「

国
体
」）

と
は

何
で

あ
る
の

か

に

つ

い

て、

 
特
高
警
察
の

轟
菖
o
昌

巴
置
目

運
動
に

対
す
る

ス

タ

ン

ス

の

変
化
と

特
高
警
察
の

蠧
訟
o

蠧
冴
日

の

変

質
に

つ

い

て
、

考
察
す

る

も

の

で

あ
る

。

　

特
別
高

等
警
察
は、

従
来
の

高
等

警
察
の

政
党
・

政
派
性
（
毋
讐
巴
）

か

ら

の

脱

却
を
企
図
し
て

分
岐
さ

れ
た

機
関
で

あ
る

。

す
な
わ
ち、

特
高

警
察
は
、

国
家
的
（

口

象
δ
昌

巴
）

な

存
在
と

し
て

設
立
さ

れ
た

の

で

あ
る

。

そ

れ

は
、

近
代
日
本
国

民
国
家
に

対
す
る

「

脅
威
」

と

し

て

勃
興
し
て

い

た

社
会
主

義
運
動、

特
に

冒

審
雫
コ
餌

口
o
昌

巴

な

共
産

主
義
運
動
の

取
締
り

を

目
的

（

匹

臥
Φ

蟇
貯
Φ）

と

し

て

い

た
。

…
耳
奠−
冨

讐
δ
コ

巴

な

運

動
の

激
化

は
、

当
然

、

日
本
の

づ

簿凶
o
昌

巴

に

と

っ

て

深
刻
な

脅
威
で

あ
っ

た
か

ら

で

あ
る

。

一

方
、

明
治
維
新
期、

す

な
わ

ち

近
代
口

本
国
民
国
家
創
設
期

に

反
欧
化
（
反
近

代
化）
・

国
粋
保
存
を
主

張
し
た
昌
帥

軌
o
詳

巴

な

運

動
の

一

脈
は
、

昭

和
初
期
に

至

り
国
家
改

造
（
超
近
代
化）

を
主

張
す
る

国
家

（
国
民）

主

義
運
動
に

変
質
し

た
。

こ

こ

に、

嵩

舞凶
O
嵩

巴

な

特

高
警
察

が
、

質

鉾同
o
コ

巴
誘

匿

運

動
を

取
締
る

契

機
が

生
じ

た
の

で

あ
る

。

　

特
高
警
察
の

国
家
（
国
民
）

主

義
運
動
に

対
す

る

警
戒
を
強
化
す
る

契

機
は、

昭
和
七

年
の

血
盟
団

事
件

、

五
・
一

五

事
件
で

あ
っ

た
、

荻

野
富

士

夫
の

先
行
研
究
に

お

い

て

も
既
に

指
摘
さ
れ
て

い

る
よ

う
に、

特
高
警

察
は

国
家
（
国
民）

主

義
思
想
・

運

動
に

対
し
て、

＝
疋

の

「

理
解
」

を

示
し

て

い

た
。

し

か

し

他
方
で、

荻

野
に

よ
る、

特
高
警
察
は

国
家

（

国

民）

主
義
の

「

思

想
そ

の

も

の
」

は

抑
圧
の

対

象
と

せ

ず、

そ

の

一，
手

段
」

の

み

を

取
締
っ

た

と

の

指
摘
に

は
一

定
の

留
保
が

必
要
で

あ
る

。

諸

特

高
教
本
に

よ

れ
ば、

特
高
警
察
は

国
家
（

国
民）

主
義

運
動
の

要
素
の

う
ち

日

本
主

義
・

愛
国
性
や

反
共
産
主

義
に

つ

い

て

は
当
然
否
定
的
で

な

か

っ

た
に

せ

よ
、

他
の

要

素
で

あ

る

反

議
会

主
義
（
独

裁
主

義）
、

反

資

本
主

義
に

つ

い

て

は

決
し

て

同
調
的
で

は
な
く、

厳
重
な
警
戒
の

対
象
と

し
て

否
定
的
ス

タ
ン

ス

を

取
っ

て

い

た

か

ら

で

あ
る

。

す
な

わ

ち
、

特
高

が

守
ろ

う
と

し

た

蠧
口

8
巴

な
も

の

（
国

体）

と

は
、

日

本
主

義
（
天

皇
主

義
）

だ
け

で

な
く、

資
本
主
義、

議
会
主
義
的
要
素
を

含
ん

だ

大
日

本

帝
国
憲
法
体
制
”

近

代
日

本

国
民
国
家
で

あ
っ

た

と

い

え

る
。

さ

ら

に

諸
特
高
教
本
に

お

い

て、

こ

の

段
階
で

の

特
高
が

守
る

べ

き

「

国
体
」

に

そ
れ
ら
を

超
え

た

（
例
え
ば、

神
話
的
要
素
等
を

強
調
し

た
）

具
体
的
な

像
は

描
か

れ

て

い

な
い

。

し
か

し
、

支
那
事
変

以
降
の

国
際
状
況
の

中

で
、

準

戦
時
下
か

ら

戦
時
下
へ

と

既
存
の

国
家
体
制
が

移
行
し

、

資
本
主

義
・

議

会
主

義
へ

の

制
限
が

体
制
的
に

進
め

ら

れ

る

に

つ

れ
、

国
家
体
制

そ

の

も
の

が
か

つ

て

の

警
戒
・

取
締
り

の

対
象
で

あ

っ

た

国
家
（

国
民）

主
義
運
動
の

主

張
し

た
国
家
像
と

接
近
す

る

に

至
る

。

当
然

、

こ

う
し
た

情
況
は

従
来
の

特
高
警
察
の

国
家
（
国
民
）

主
義
運
動
に

対
す
る

ス

タ

ン

ス

に

も
変
化
を
も

た

ら
さ

ぎ

る

を
得
な

い
。

国
家
〔
国
民）

主

義
は、

警

戒
の

対
象
か

ら

同
情
の

対
象
へ

、

そ

し

て

同
化
の

対
象
へ

と

変
遷
し
た

の

で

あ
る

。

こ

の

段
階
以
降
に

お

い

て、

国
家
（

国
民
）

主
義
運

動
は、

は

じ
め

て

純
粋
に

そ

の

「

手
段
」

の

み

が

取
締
り

の

対
象
と

な
っ

た
と

い

え

よ
う

。

同
時
に

こ

の

時
期、

特
高
が

守
る

べ

き

「

国
体
」

像
が

神
話

的
要

素
を

強

調
し

た

具
体
的

な
も
の

と

し

て

記
述
さ

れ

て

い

く
傾

向
が

見
ら

れ、

そ

う

し
た

唱
o
匹
自
く
 

な

「

国
体
」

像
へ

の

饋
ぴQ

房
ω

。゚

ぞ
Φ

な

統
制
を

も
志

向
さ

れ
る

に

至
っ

た

の

で

あ
る

。
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